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○東洋食品工業短期大学 履修証明プログラム実施要領 

 

(趣旨) 

第 １ 条  この要領は、東洋食品工業短期大学（以下、「本学」という。）履修証明プログラ

  ムに関する規程第９条に基づき、本学 社会人育成講習会において行う履修証明プ

  ログラム（以下、「履修証明プログラム」という。）に必要な事項を定めるものと

  する。 

 

(対象コース) 

第 ２ 条 履修証明プログラムは、本学で実施する社会人育成講習会のうち、以下のコースを

対象とする。 

 (１) 食品分析・製造技術コース（２週間） 

 (２) 食品製造・密封技術コース（２週間） 

 (３) 食品総合技術コース（３週間） 

 ２ 本学で実施する社会人育成講習会の食品分析技術コース（第一週）、食品製造技術

  コース（第二週）及び密封技術コース（第三週）のいずれかを修了し、試験に合格

  した者は、次年度以降、既に修了したコースを除き編入することができる。 

 ３ 前項に規定する編入は、２０２０年度までに修了したプログラムからの編入はでき

  ない。 

 

(開講時期・期間) 

第 ３ 条  履修証明プログラムは、毎年、８月から９月までの３週間、開講する。 

 

(募集期間) 

第 ４ 条  履修証明プログラムは、毎年、５月から７月までの期間に募集する。 

 

(募集対象者) 

第 ５ 条  履修証明プログラムの履修資格は、東洋食品工業短期大学 学則第９条に規定する

  本学への入学資格を有する者とする。 

 ２ 履修証明プログラムの募集対象者は、以下のとおりとする。 

 (１) 食品及び容器関連企業で実務経験（２年程度）を有する者 

 (２) 農業高校、水産高校等で食品加工・食品製造の教育に携わっている者 

 (３) 食品産業に転職及び求職するために必要な能力の習得を計画している者 

 (４) その他、本学が受講を認めた者 

 

(募集定員) 

第 ６ 条  履修証明プログラムの募集定員は各コース２０名とする。 
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(受講料) 

第 ７ 条  履修証明プログラムの受講料は以下のとおりとし、その他検定料、登録料等につい

  ては徴収 しない。 

 (１) 食品総合技術コース     １８万円（税込） 

 (２) 食品分析・製造技術コース、食品製造・密封技術コース  １２万円（税込） 

 (３) 食品総合技術コースへの編入（編入１週間につき）   ６万円（税込） 

 (４) 食品分析・製造技術コースへの編入     ６万円（税込） 

 (５) 食品製造・密封技術コースへの編入     ６万円（税込） 

 ２ 納入された受講料については、原則、返金しない。 

 

(出願書類) 

第 ８ 条  履修証明プログラムの出願書類は、以下のとおりとする。 

 (１) 社会人育成講習会参加申込書（本学所定用紙） 

 (２) 卒業証明書又は卒業証書（写し） 

 

(出願の審査) 

第 ９ 条  履修証明プログラムの履修許可は、書類選考により審査を行い、学長が許可する。 

 

(公開) 

第１０条  履修証明プログラムに関する情報は、本学ホームページに公開するとともに、食品

  関連分野の企業や機関等に対して個別に周知する。 

 

(受講環境の整備) 

第１１条  本学の履修証明プログラムの受講に当たって、受講者の利便等を勘案して、編入制

  度の設置、集中開講、学生寮の提供、補講及び再試験の実施等について処置を講ず

  る。 

 

(成績の評価) 

第１２条  履修証明プログラムの成績の評価は、筆記試験、出席状況及び受講態度で行う。 

 

(修了の要件) 

第１３条  履修証明プログラムの修了の要件は、以下のとおりとする。 

 (１) 一週間ごとの総授業時間数の３分の２以上を出席しなければならない。 

 (２) 前条に規定する成績の評価は、筆記試験で６割以上の正解で合格とする。不合格の

  場合は、レポート課題で６割以上の正解で合格とする。 

 ２ 前項の要件を満たした者は、教授会の議を経て、学長が修了を認定する。 

 

(履修証明書) 

第１４条  学長が履修証明プログラムの修了を認定した者は、学校教育法第１０５条等に基づ
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  いて「履修証明書」を交付するとともに、食品総合技術コースを修了した者には併

  せて「包装食品技術管理者」の資格と称号を授与する。 

 

(諸規則の準用) 

第１５条  履修証明プログラムの履修生には、本実施要領に定めるもののほか、履修証明プロ

  グラムに関する規程及び学則その他学生に関する諸規則を準用する。 

 

(教育課程の編成) 

第１６条  履修証明プログラムの教育課程編成は、履修証明プログラム審議委員会に諮り、リ

  カレント教育専門委員会の審議を経て、学長が行う。 

 

(教育の効果) 

第１７条  履修証明プログラムの修了者及び修了者の所属企業に対しては、教育の効果を把握

  するために、リカレント教育専門委員会が主体となってアンケートを実施する。 

 

(管理体制) 

第１８条  事務室は、履修証明プログラムの募集、入学手続き等の事務を行う。 

 ２ 事務室は、学籍その他教務に関する記録を作成し、管理、保管する。 

 ３ 事務室長は、履修証明プログラムの編成及び教育課程の実施状況の評価並びに履修

  証明書の交付を行うための体制を整備しなければならない。 

  

(要領の改廃) 

第１９条  この要領の改廃は、教授会の代議員会であるリカレント教育専門委員会の議を経

  て、学長が行う。 

 

 

附則  ２０１５年 ９月 ７日 制定・施行 

  ２０１９年 １月１５日 改定・施行 

  ２０１９年 ４月 ８日 改定・施行 

  ２０２０年 ９月２９日 改定、２０２１年 ４月 １日 施行 

 


